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令 和 ４ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 3 号 ） に つ い て 

 

 

 

 町債の同意等額が決定されたことから借入事務の執行上、予算措置が必要であること、地方交付税、各種交付金等の確定

並びに国県支出金等の一部変更があったこと等から併せて予算措置をすることとし、事務手続き上緊急を要するので、地方

自治法第 179 条第１項の規定により、令和４年度屋久島町一般会計補正予算（第 13 号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 3 1 日 

屋久島町長  荒木 耕治 

 

  



 

 

 

令 和 ４ 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 3 号 ） 

 

 

 令和４年度屋久島町の一般会計補正予算（第 13 号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 65,313 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

13,150,788 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  











第２表　繰越明許費補正

事業名 金額 事業名 金額

千円 千円

6 農林水産業費 3 水産業費 栗生漁港機能保全事業 61,610 補正前に同じ 79,610

8 土木費 2 道路橋りょう費 永田中央線・向江橋修繕事業 23,147 補正前に同じ 25,746

款 項
補正前 補正後

１　変更 

- 5 -



－ 6 －

１　変更

限　度　額 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

千円 千円

公共施設除却事業（旧尾之間支所） 183,600 126,100

道路メンテナンス事業（向江橋・永田中
央線）

6,100 3,600

道路メンテナンス事業（湊橋・一湊海岸
線）

4,600 2,100

道路メンテナンス事業（安房第５号橋・
安房主要幹線）

1,800 3,500

道路メンテナンス事業（二又川橋・尾之
間中央線）

1,800 4,600

単独林業用施設災害復旧事業（林道口永
良部線（２号箇所））

700 600

単独林業用施設災害復旧事業（林道口永
良部線（３号箇所））

800 700

辺地対策事業 75,600 75,100

過疎対策事業 522,300 512,900

緊急防災・減災事業 32,100 31,200

緊急自然災害防止対策事業 94,000 91,800

永田川水系向江川緊急浚渫推進事業 25,000 24,800

第３表　　地方債補正

補正前に
同　　じ

起　　債　　の　　目　　的
補　　　　　　　　正　　　　　　　　前 補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

起債の方法 利　　　率

証書借入
又　　は
証券発行

年5.0％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい

て、利率見直しを
行った後において
は当該見直し後の

利率）

　政府資金はその貸
付条件により、銀行
その他の資金につい
ては債権者との協定
によるものとする。
　ただし、財政の都
合により措置期間中
であっても繰上償還
し、償還期限を短縮
し、又は低利に借り
換えることができる
ものとする。

補正前に
同　　じ

補正前に
同　　じ






































